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地元の中小企業を元気にしたい！！岡崎市の税理士による 

裏面もぜひご覧ください！ 宮島好弘税理士事務所 
場所：岡崎駅よりバスにて「岡崎警察署前」すぐ 

「精一杯 ８号店」 

営業時間: 17:00～翌2:00 
定休日：  月曜日 
場所:  豊田市野見町12-55-11  
           ＊駐車場有 
電話：      050-5589-3938 

 厚生労働省と日本年金機構は、厚生年金の加入逃れを防ぐ対策を強化する。今秋をめどに国税庁から毎月、源泉
徴収している企業のデータを提供してもらう取り組みを開始する。提出頻度を現在の年２回から大幅に増やすほか、
事業許可の申請で自治体などを訪れた企業に対し、加入の有無を確認する業種も広げる。 
 法人や従業員５人以上の個人事業主は、厚生年金に加入しなくてはならない。保険料は労使折半で支払う。ただ、
保険料を逃れようと厚生年金に加入しない悪質な事業所が後を絶たず、問題になっている。現在約210万の事業所
が加入している。厚労省によると２月末時点で最大およそ52万事業所が加入を逃れている可能性がある。 
 ７月からは企業が新規事業許可を自治体などに申請する際、厚生年金の加入状況を確認する対象業種も拡大する。
現在は建設業や運送業を対象としているが、今後は飲食や理容、社会福祉事業なども対象にし、未加入なら厚労省
に通報する。 

最新ニュース！ 

(2017年6月8日、日本経済新聞） 

国税庁から毎月納税情報 
 企業への指導強化  厚労省など 

 今月、紹介する『株式会社 精一杯』は、代表取締役の庄田弦大さんが、
㈱高須総合研究所より「精一杯８号店、９号店」の飲食店経営を委託され、
平成29年5月1日より新たに設立された、鶏肉料理を中心とした居酒屋を営む
会社です。 
 現在、豊田市内に２店舗を構え、こだわりの食材を使った様々な料理を提
供されています。店員さんの元気も良く、居心地の良い店内で、美味しい料
理がリーズナブルに楽しめるとあって、お客様にも大変評判のようです。特
にお店自慢の焼き鳥は絶品でおすすめです！ 
 
☆株式会社 精一杯 代表取締役 庄田弦大様より一言☆  
「平成29年5月1日に、㈱高須総合研究所から株式会社精一杯として新たにス
タートしました。新鮮な国産鶏を一本一本手差しし、最高級の備長炭で焼き
あげた自慢の焼き鳥や、一羽丸ごと使用の鶏鍋や串焼きなど、様々なメ
ニューをご用意しています。お子様からご年配の方、おひとり様から団体様
まで、あらゆるお客様にご満足いただけるよう、精一杯心をこめたおもてな
しをさせていただきます。皆様のお越しをお待ちしております！」 
  

「精一杯 9号店」 

営業時間: 17:00～翌2:00 
定休日：  日曜日 
場所:   豊田市御幸本町1丁目 
      210番地 ＊駐車場有 
電話：      050-5590-5468 



〒444-0853 愛知県岡崎市三崎町２−２ 
TEL 0564-53-4161  FAX  0564-52-6347  
運営時間 9:00～17:00 

今月もよろしくお願いします！ 
何かありましたら、 
お気軽にご相談ください！ 

  
 ① 会社設立時の免許登録税の軽減（半額） 
    
     平成26年1月20日に施行された、産業競争力強化法により、認定を受けた市町村の支援を受けて創業し、 
     証明書の交付を受けた場合、会社設立の際の登記にかかる登録免許税が半額に軽減されます。 
     岡崎市の場合、以下を行うことにより、特定創業の認定を受けることができ、登録免許税が半額となります。 
       
       １．創業（会社設立）前に、「財務」「経営」「販路開拓」「人財育成」等、創業に関する相談のため、 
         商工会議所（Oka-Biz) に１ヶ月以上、かつ３回以上通う。 
      2.  岡崎市役所 商工労政課へ「証明に関する申請書」 等の必要書類を提出 
                  3.  市長印が押印された証明書を受け取り 
                  4.  必要な窓口（登録免許税の減免ならば法務局）へ証明書を提出 
 
     例えば、登録免許税が15万円の場合、７万５千円ですむこととなり、会社設立時にかかる費用を抑えること 
     ができます。 
     開業を考える方にとっては、大変役立つシステムだと思いますので、一度岡崎商工会議所に問い合わせされる 
     ことをお勧めします。 

     

 ② JIＭDO （無料ホームページ作成） 

     会社設立の際、自分や会社のことをより多くの人に知ってもらうため、自社のホームページを持ちたいと 
     お考えの方もおられると思います。しかし実際は、時間、費用、人員等の制約のため、断念する方も多い 
     のではないでしょうか。 
     そこで、今回ご紹介するのは、日本政策金融公庫がパートナー企業として参画している、JIMDO（ホームページ 
     作成サービス）です。業種別の様々なテンプレートを使って、簡単にホームページを作成することが出来ます。 
     プロに依頼せずに自分でホームページ作成してみたい方の始めの一歩としておすすめです。 
     これから創業される方だけでなく、既に創業されている方も、ホームページの作成をお考えの際は、一度試して 
     みては如何でしょうか。  
 
      ホームページ作成サービス – Jimdo  (https://jp.jimdo.com/ ) 

 

 ③ 創業融資 

     創業資金調達のための融資審査において、日本政策金融公庫や銀行は、 

     ★ 返済してもらえるかどうか  を最も重視します。 
  
     返済力のある会社であると判断され、より確実に融資を受けるためにも 
      ※ 自己資金は出来るだけ多く、コツコツ貯めておく 
      ※ 事業内容と関連した経歴を持つ 
      ※ 家族の理解や協力を得ておく             
     ことが大切です。弊事務所では、事業計画書の作成等、創業融資に関する様々なアドバイスを行っておりますので、 
     お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 
   
 
 

宮島好弘税理士事務所 

会社創業・設立時に役立つ豆知識 

 
前文 

 弊事務所では、これまでに多くのお客様の起業や会社設立をサポートさせて頂いております。 
 今回は、私がおススメする開業の際に役立つ情報を、３つご紹介したいと思います。 


